派遣労働法便利事典　３刷修正表　

	頁数
	段
	行　数
	旧
	新
	備　考

	１０
	
	１５行目
	■常時雇用の派遣労働者には適用される
	■有期雇用でも条件により適用される
	目次

	１７３
	
	６行目
	また、派遣元責任者は少なくとも３年に１回は派遣元責任者講習を受講
	また、派遣元責任者は少なくとも５年に１回は派遣元責任者講習を受講
	

	１７９
	上
	後５行目
	平成１６年１０月現在
	平成１７年９月現在
	

	
	
	後３行目
	１０００分の１３９．３４となっています。
	１０００分の１４２．８８となっています。
	

	
	下
	２行目
	１０００分の２２１．３４となり
	１０００分の２２４．８８となり
	

	１８０
	
	タイトル
	平成１６年４月１日現在
	平成１７年９月１日現在
	

	
	
	イラスト
	厚生年金１３９．３４／１０００　６９．６７／１０００
	厚生年金１４２．８８／１０００　７１．４４／１０００
	

	
	
	
	雇用保険　１７．５／１０００　

事業主負担分１０．５／１０００　　　７／１０００　
	雇用保険　１９．５／１０００　

事業主負担分１１．５／１０００　　　８／１０００
	

	１８１
	下
	１行目
	平成１６年度
	平成１７年度
	

	１８２
	上
	後８行目
	一般の事業の料率は１０００分の１７．５とされています（平成１６年４月現在）。このうち失業給付に当てられる１０００分の１４は被保険者と事業主が折半し、それぞれ１０００分の７を負担します。
	一般の事業の料率は１０００分の１９．５とされています（平成１７年４月現在）このうち失業給付に当てられる１０００分の１６は被保険者と事業主が折半し、それぞれ１０００分の８を負担します。
	

	
	下
	５行目
	１０００分の１９．５、土木・建設業は同じく２０．５とされています。そのうち被保険者の負担率は、いずれも１０００分の８と定められています。事業主負担分は、土木・建設業のみ１０００分の１２．５とされています。
	１０００分の２１．５、土木・建設業は同じく２２．５とされています。そのうち被保険者の負担率は、いずれも１０００分の９と定められています。事業主負担分は、土木・建設業のみ１０００分の１３．５とされています。
	

	
	
	後６行目
	るので、１０００分の１７．５が雇用保険の
	るので、１０００分の１９．５が雇用保険の
	

	１８３
	上
	タイトル
	平成１６年４月現在
	平成１７年４月現在
	

	
	
	イラスト
	雇用保険　１７．５／１０００　

事業主負担分１０．５／１０００　　　７／１０００
	雇用保険　１９．５／１０００　

事業主負担分１１．５／１０００　　　８／１０００
	

	２１４
	
	
	派遣労働者にも育児・介護休業は適用されるか
	· 有期雇用でも条件により適用される　

平成１７年４月以降、有期雇用であっても同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以上あり、かつ育児介護休業終了後も勤務することが確実な者は育児介護休業の対象とされることになりました（育児介護休業法第５条１項同第１１条１項）。　

事業場の過半数の労働者を組織する組合、それがない場合には従業員の過半数代表者との協定により一定の者を育児介護休業の対象から除外することは出来ますが、たんに有期雇用であることや派遣労働者である事を理由に除外する事は認められません。

育児介護休業の対象とならない有期雇用者（日々雇用される者を除く）でも育児・介護のために勤務時間の短縮などを求めることが出来ます（第２３条）。また、小学校入学前の子を養育する労働者は、子どもの病気やケガの看護のための休暇を請求することが出来ます（第１６条の２）ので、派遣元事業主はこれらに関して請求があれば必要な措置をとらなければなりません。

なお、労働者が育児介護休業の申し出をし、または育児介護休業をした事を理由として解雇やその他の不利益な取り扱いをすることは禁止されています（第１０条、第１６条）。　


	書き換え

	２１６
	
	６行目
	保険料の上限を９０００円に
	保険料の上限を８７００円に
	

	
	
	７行目
	は２万２９６０円（平成１６年４月現在）
	は２万２９６０円（平成１７年４月現在）
	

	
	
	８行目
	それ以降の上限も１万４４００円となって
	それ以降の上限も１万３９２０円となって
	

	
	
	１２行目
	また、保険料率も１０００分の６０と
	また、保険料率も１０００分の５８と
	

	
	
	１３行目
	（平成１６年度）
	（平成１７年度）
	


	頁数
	段
	行　数
	旧
	新
	備　考

	２４０
	
	３行目
	（ 最終改正平成１５年厚生労働省告示第４４８号）
	（ 最終改正平成17年厚生労働省告示第235号）
	

	２４４
	
	下１２行目
	人情報（以下たんに「個人情報」という。）
	人情報（(１)及び(２)においてたんに「個人情報」という。）
	

	２４６
	
	下１０行目
	
	ｐ２４６　１１の前に挿入

(3) 個人情報の保護に関する法律の遵守等 (1)及び(2)に定めるもののほか、派遣元事業主は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第２条第３項に規定する個人情報取扱事業者（以下「個人情報取扱事業者」という。）に該当する場合には、同法第４章第１節に規定する義務を遵守しなければならないこと。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取り扱いの確保に努めること。


	（ニ）の後に挿入

	２４７
	
	最終行
	対して書面により明示すること。
	対して書面、ファクシミリ又は電子メール（ ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。） により明示すること。
	赤字部分挿入

	奥付
	
	
	小見山社会保険労務士事務所
	オフィス・ＴＨＥ・小見山
	事務所名変更

	
	
	
	
	〒５３０００４３　大阪市北区天満４丁目５番３号５０１
	所在地住所変更

	
	
	
	
	
	


